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A．研究目的 

昭和大学病院（以下、当院という）は、高

度急性期医療を担う特定機能病院であり、多

くの集中治療的な管理を必要とする患者の

受け入れを行っている。これらの患者も一定

期間の治療によって安定化が得られれば、多

くは地域の病院に転院してその後の治療を

継続することとなる。転院の際に当院の救急

車を用いたり、当院の医師、看護師が医療を

行いつつ搬送したりする場合に、その費用は

原則的に当院の負担である。また、三次救急

医療の対象として当院救命救急センターに
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搬送された患者や、二次救急医療の対象とし

て搬入された小児患者の中に、決して高度な

医療を必要としないと救急室で判断するこ

ともあって、この場合には地域の病院への転

送を専ら東京消防庁の救急車に依頼する。こ

の費用は行政が負担することとなる。 

三次救急医療のために全国で救命救急セ

ンターが整備され、小児例について東京都で

は東京都こども救命センター4ヵ所が稼働し

ている。このように重篤な救急患者への医療

について集約化が進められている。集約化は

同時に、患者の病態がある程度安定した後に

地域の病院に転院してその後の治療を続け

ることが必要となる。転院搬送にはその意味

で、救急医療の集約化に伴う必然性があると

いって過言ではない。当院は救命救急センタ

ーのみの指定で、こども救命センターではな

いが、特定機能病院である。そこで、救急医

療の集約化が病院間の転送にどのように影

響しているかを明らかにするために、転送先

医療機関の地理的な所在、転送にかかった時

間などを確認し、当院からの転送状況と費用

について調査した。 

 

B．研究方法 

平成 26 年から平成 27 年までの 2 年間で、

当院の小児科に入院し、その後当院の救急車

を使用して転送した小児患者と、当院救命救

急センターに入院し、その後当院の救急車を

使用して転送した患者とを対象として、退院

直前までの医療が転送時間においても続い

ていると見なし、”医療費の延長”として費

用を試算した。すなわち、患者個人ごとの直

前までの総医療費を基に「１分当たりの医療

費」を算出し、これと転送時間（分）の積を

求めた。 

平成 27 年の 1 年間に救命救急センターに

搬送された患者について、および平成 26 年

から平成 28 年 9 月までの 2 年半に二次救急

として搬入された 18 歳未満の小児患者につ

いて、それぞれで入院することなく、救急室

からそのまま救急車にて転院となった患者

を抽出し、転送理由別に転送先までの距離を

基に費用を試算した。この場合には日中のタ

クシー代に換算した。 

また、転送先の病院が当院と同一の二次医

療圏（東京都区南部医療圏）にあるかどうか

について、および転送先の病院が救急医療に

関してどのような指定を受けているか（三次

救急医療機関であるかなど）についても調査

した。 

 

C．研究結果 

入院してその後に搬送となった患者の搬

送時間と費用については、小児科入院 41 件

の平均搬送時間は 129 分、搬送費用として試

算した医療費延長の費用は 5,932 円であり、

救命救急センターからの患者 78 件の平均搬

送時間は31分、同費用は2,941円であった。

また小児科入院後の搬送と、救命救急センタ

ー入院後の搬送とについて、1分当りの単価

はそれぞれ 50 円と 95円であった（表 1）。 

救急車により搬入されたが、当院への入院

はなく、救急室からそのまま他院に転送とな

った患者については、“垂直搬送”と“水平

搬送”とに分けることができた（表２）。こ

れらの呼称は、地域包括ケアシステムにおい

て日常的な生活をみる連携を“水平連携”と、

また病院医療を求めて救急車を利用する連

携を“垂直連携”と称する報告書 1)に由来す

る。加えて、これらについて救命救急センタ

ー救急室からの転送は全て成人例であった。 

救命救急センターに搬送されたが入院と

ならずに、救急室からそのまま転送となった

患者 82 件のうち、「かかりつけ医がある」「家

族が高度医療の継続を希望しない」「大学病

院の適応ではない」などにより転送となった

患者（上述のように“水平搬送”と呼ぶ）は

65 件であり、全体の 79％を占めた。また搬

送費用をタクシー代として換算すると１年

間に総じて 14 万円程度、1 件当りとして距

離 6.6 km で 2,158 円の費用がかかっていた

（表２）。 

また、救命救急センターからの成人例と小

児例の搬送について比較すると、「当院手術

室の対応が困難」「専門的な治療目的」「入院

を必要とするが対応できる病床がない」など、

より高度な医療を必要として転送した患者

（上述のように“垂直搬送”と呼ぶ）の割合

は成人の 21％に対して、小児は 81％を占め

ていた。そして、これらの平均搬送距離は、

成人 5.1km、小児 7.9Km と小児患者のほうが



 

搬送距離は長かった。また、特に「専門的な

治療目的」（垂直搬送）18.3 ㎞と「かかりつ

け医があるため」（水平搬送）16.2 ㎞は、成

人におけるそれぞれの同じ理由の搬送距離

に比して概ね２倍であった（表２）。 

上記のように救急室からそのまま転送と

なった場合に、当院の所在する二次医療圏

（東京都区南部医療圏）内の医療機関に転送

されている割合は、成人の場合に 59％を占

めたが、小児については 37％であった（図

１）。 

また、転送先医療機関の救急医療における

指定状況については、救命救急センターまた

は東京都こども救命センターへの転送、つま

り三次救急医療機関指定の病院への転送は、

成人 12％に対して小児 26％と、後者が２倍

以上であった（図２）。 

 

D．考察 

当院は高度急性期医療を担う特定機能病

院であるので、一定の治療が終了した後には、

多くの患者が転院する。小児患者の場合には、

搬送先までの転送時間として概ね４倍かか

っていることが分かった（表１）。また、当

院に搬送され救急室からそのまま転送され

る場合にも、小児の場合は当院の所在する区

南部医療圏以外の二次医療圏に運ばれる割

合が 63％で、成人の 41％より多かった（図

１）。これらのことは、小児救急医療につい

て高度な医療を提供するにあたり、相応の集

約化がなされていることを示唆する。このこ

とはまた、転送先が三次救急医療機関である

割合が小児は 26％であり、成人 12％を上回

っている結果（図２）からも説明できる。 

また費用については、１件の搬送で小児例

は 5,932 円、救命救急センターからでは

2,941 円であった。小児例は単価が安い（50

円／分）にも拘らず、搬送時間が長かった（概

ね 2 時間）ことによる（表１）。この搬送費

用は原則的に昭和大学病院、つまり搬送元の

医療機関の負担である。しかし、この費用の

意味するところは、入院医療から次の入院医

療の間を繋ぐ医療費として算出しているこ

とからも理解できるように、高度の医療機関

での治療後は地域の病院での治療へと連携

する必要性があってのことで、このことは病

院それぞれの機能を特化させ、そのような病

院間での連携を強化する医療政策の帰結で

もある。従って、今後は診療報酬や、その他

何らかの社会的な仕組みによって支払うべ

き対象であると考える。 

次に、救急搬送された患者が、救急室にて

一定の治療後にそのまま入院とはならずに、

他の病院へ転送された患者も少なくないこ

とが分かった。特に三次救急医療の対象とし

て救急車にて搬送された患者であっても、こ

のような転送が１年間に 82 件もあり、その

79％にあたる 65 件は高度な医療を継続する

必要性が低い患者であった。これらの患者の

転送費用は 1 年間で総じて 14 万円程度であ

り、その費用は病院または患者による負担と

なっている。勿論、診療報酬に収載されてい

ない。この際の費用については、水平連携 1)

になぞらえて、“水平搬送”と称したことか

らも理解できるように、言わば日常的な連携

に与る福祉ないし介護の観点から、地域の行

政が負担するなどの仕組みも必要と思われ

る。1件当り 2,158 円余であり、このような

仕組みによって病院を支援することは、地域

包括ケアシステムの構築にとって有効な推

進策にも繋がると考える。 

高齢の救急患者について、救急搬送により

他の二次医療圏での医療となった場合には、

居住する二次医療圏に戻ることが困難とな

ることが知られている 2)。すなわち、高齢患

者の垂直搬送については地域の急性期病院

への搬入が望ましいことが指摘できる。この

ようなことから「病院救急車を利用した地域

高齢者搬送支援システム」1,3)について言及

したい。これは東京都医師会傘下の市区医師

会 3箇所で試行されていて、言わば「水平連

携に準じた垂直連携」1)について、病院所属

の救急車が病院に勤務する救急救命士を搭

乗させて患者宅に赴き、病態に相応しい地域

内の病院ないし高齢者施設などに搬送する

方法である。これについての費用も 1件当た

り 2,941 円（表１）ないし 2,158 円（表２）

が参考になると思われる。 

以上、今回の研究結果は、救急医療に与る

資源の集約化に伴って、その後に必要となる

水平搬送について費用が発生していること

を示していて、その具体的な費用も凡そ示す



 

ことができた。救急医療の集約化に伴う水平

搬送は、今後の地域包括ケアシステムの構築

という観点からも重要であると考えられる。 

 

E．結論 

 救急医療の集約化については、三次救急医

療の要として従来より救命救急センターが

整備されてきた。そして、小児救急医療につ

いても東京都では、三次救急医療施設として

東京都こども救命センターが稼働している。

当院からの救急患者についての転送の状況

から、この小児に特化した三次救急医療への

資源の集約化は充分に奏功している。 

 一方、上記のごとき垂直搬送ではなく、救

命救急センターに搬送されながらも、当院救

急室からそのまま地域の病院に水平搬送と

なった割合は概ね 8割であり、それらは距離

にして平均 6.6 ㎞、タクシー代換算で平均

2,158 円であった。 

 また、当院に入院治療の後に地域の病院に

転院して治療を続けた場合には、患者個人ご

との直前までの総医療費を基に費用を計算

すると、小児科からは 1 分当り 50 円、救命

救急センターからは同じく 95 円であり、転

送時間は前者 129 分、後者 31 分であった。

すなわち、1件当たり前者では 5,932 円、後

者で 2,941 円となった。 

 自治体消防の救急車はより高度の医療を

求めるための搬送が原則であり、費用は自治

体の負担である。そのようではない場合にお

ける消防救急車による搬送は原則としてあ

り得ない。しかし、救急医療体制の集約化が

計られるからには、高次の医療機関への搬送

とは逆の「高次の医療機関から地域の病院へ

の搬送」も必然である。ここでは垂直連携と

水平連携 1)になぞらえて、前者を垂直搬送、

後者を水平搬送と称したが、必然的な水平搬

送について係る費用負担に与る社会的な仕

組みも必要であり、本研究により具体的な金

額も提示できた。これらは費用負担に与る社

会的な仕組みを構築するにあたり、大いに参

考になると考える。 
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